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220906-14 1

電線路の物理的分離については、現状のまとめ資料では、275kV
送電線（泊幹線及び後志幹線）４回線と66kV送電線（泊支線）２
回線を備える設計とすることを前提に資料が構成されている。一
方で、実際は、66kv送電線（泊支線）については、自主対策とし
て整理するとの考えが示されており、資料と説明に相違があるた
め、基準の適合性の観点から、資料を再構築して説明すること。
なお、隣接する275ｋv送電線である、泊幹線と後志幹線の水平距
離を踏まえ，鉄塔倒壊しないことを前提とした整理を行いう場合
は、先行の審査実績を踏まえて、妥当性を説明すること。

R4.9.6 本日回答  

設計方針を変更し，基準適合に必要な設備として66kV開閉所（後
備用）及び後備変圧器を設置するとともに，66kV送電線について
も基準適合に必要な設備と位置付ける。
また，電線路（送電線）の物理的分離に係る基準要求に対して
は，275kV送電鉄塔の倒壊を前提とした共倒れの影響を踏まえて
も，基準適合に必要な66kV送電線により，275kV送電線と物理的
に分離した電力供給ルートが確保できる旨の記載に修正した。

  

220906-15 2

66kV系統の基準適合上の位置付けを整理し、説明すること。 
また、電線路の独立性については、66kV系統の機能に期待する場
合、適合性の観点から整理して説明すること。（上記を踏まえ、
33-33の後備変圧器に係る運用について整理し、説明するこ
と。）

R4.9.6 本日回答  

現状の泊発電所３号炉に対する電力供給は275kV送電線２ルート
であるが，設計方針を変更し，基準適合に必要な設備として66kV
開閉所（後備用）及び後備変圧器を設置するとともに，66kV送電
線からの電力供給ルートを確保する設計とする。

資料2-2「泊発電所３号炉 設置許
可基準規則等への適合状況につい
て（設計基準対象施設等）比較表　
第33条 保安電源設備（DB33-9 
r.5.0）」
・p.33-392～393（別紙13）
・p.33-38～39

 

220906-16 3

①原子炉施設→発電用原子炉施設に適正化（資料全般18.関係） 
②改行ズレをなくすこと（資料全般19.関係） 
③33-8．DGの台数は、女川と同様に具体的に記載すること。 
④33-15．タイラインの記載は先行審査実績に合わせること 
⑤33-16．地中送電線に係る記載の適正化（現状の記載では全部
地中埋設しているように読める。） 
⑥33-63．図面の適正化（後備変圧器～国富変電所以降の系統の
記載が無い） 
⑦33-59．低圧母線の記載の適正化（大飯には有るが泊には無
い） 
⑧33-22．SBO時に蓄電池から直流電源が供給可能時間について明
確に記載すること（「十分な長い時間」の明確化） 
⑨33-23．先行の記載「耐震性を有した」と泊の記載「耐震設計
上」は異なっており、意味を確認し、適正化すること 
⑩33-26．DG負荷は、地下水排水設備を踏まえた記載とすること
（負荷に最新の状況が反映されていることを確認） 
⑪その他、資料全体を再チェックを行い適切に修正すること

R4.9.6 本日回答  

①“原子炉施設”→“発電用原子炉施設”に記載の適正化を図っ
た。
②改行ズレを修正した。
③燃料貯蔵設備の容量に係る記載について，ディーゼル発電機の
台数（２台）を具体的に記載した。
④タイラインの記載を追記した。
⑤66kV送電線は，一部を地中に埋設する設計とする旨の記載を追
記した。
⑥送電系統概要図において，後備変圧器～国富変電所以降の系統
の記載を追記した。
⑦所内単線結線図に低圧母線の記載を追記した。
⑧蓄電池で賄える時間について，「十分な長い時間」ではなく具
体的な数値を記載した。（女川の審査実績と同等の考え方で約８
時間と記載。）
⑨“耐震設計上”→“耐震性を有した”に記載の適正化を図っ
た。
⑩ディーゼル発電機負荷曲線について，地下水排水設備を踏まえ
た記載として“その他非常用負荷（原子炉コントロールセン
タ）”を記載している。
⑪先行審査実績を踏まえて記載の適正化を図った。

資料2-2「泊発電所３号炉 設置許
可基準規則等への適合状況につい
て（設計基準対象施設等）比較表　
第33条 保安電源設備（DB33-9 
r.5.0）」
①資料全般
②資料全般
③p.33-10
④p.33-17
⑤p.33-19
⑥p.33-80
⑦p.33-74
⑧p.33-21
⑨p.33-27
⑩p.33-75～76
⑪資料全般

 

220906-17 4

33-65～
先行にある記載で、泊にない部分については、泊で記載の必要が
無い理由を、差異理由に記載すること。（資料全般21.関係）

R4.9.6 本日回答  

先行審査実績を踏まえて記載の適正化を図るとともに，先行との
相違理由を記載した。

資料2-2「泊発電所３号炉 設置許
可基準規則等への適合状況につい
て（設計基準対象施設等）比較表　
第33条 保安電源設備（DB33-9 
r.5.0）」
・p.33-82～87

 

220906-18 5

33-39．
１相開放に関して記載の充実を図ること。（大飯の記載の方が充
実している）

R4.9.6 本日回答  

先行審査実績を踏まえて記載の適正化を図った。 資料2-2「泊発電所３号炉 設置許
可基準規則等への適合状況につい
て（設計基準対象施設等）比較表　
第33条 保安電源設備（DB33-9 
r.5.0）」
・p.33-47

 

220906-19 6

33-15．
送電線のルート数、回線数の記載は、女川２号炉審査実績を踏ま
え適切化すること。

R4.9.6 本日回答  

先行審査実績を踏まえて記載の適正化を図った。（外部電源系の
電力供給ルートを表す場合には“ルート”，送電線の回線数を表
す場合には“回線”）

資料2-2「泊発電所３号炉 設置許
可基準規則等への適合状況につい
て（設計基準対象施設等）比較表　
第33条 保安電源設備（DB33-9 
r.5.0）」
・p.33-18
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